
認定手続きの流れ

Ⅰ 霧島市（所管行政庁）が認定事務を実施

Ⅱ 霧島市（所管行政庁）が認定事務を実施

併せて建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る

Ⅲ 申請者が評価機関の事前審査を経て、霧島市（所管行政庁）へ認定申請

Ⅳ 申請者が評価機関の事前審査を経て、霧島市（所管行政庁）へ認定申請

併せて建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る

お知らせ

※1・・・令和4年2月20より適合書が確認書に変わります。

④　認定通知 ③　確認済証

Ⅲ及びⅣのケースでは、認定申請の際に登録住宅性能評価機関が発行する長期優良住宅
の技術基準に関する確認書※1又は住宅性能評価書を添付することで、手数料の減額措置を
受けることができます。
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